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企業集団の従業員の状況
当年度末

ホールセール
事業部門

リテール
事業部門

グローバル
事業部門 市場事業部門 本社管理

従業員数 8,745人 26,979人 69,590人 1,371人 16,293人
注１．従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員（当年度末9,903人）を含んでおりません。
２．当社並びに連結される子会社及び子法人等の従業員数を記載しております。
３．それぞれの報告セグメントが担当する業務は以下のとおりであります。

ホールセール事業部門：国内の大企業及び中堅・中小企業のお客さまに対応した業務
リテール事業部門 ：国内の個人を中心としたお客さまに対応した業務
グローバル事業部門 ：海外の日系・非日系企業等のお客さまに対応した業務
市場事業部門 ：金融マーケットに対応した業務
本社管理 ：上記各事業部門に属さない業務
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企業集団の主要な営業所等の状況
会社名 報告セグメント 主要な営業所

店舗数
当年度末

株式会社三井住友銀行

ホールセール事業部門
リテール事業部門
グローバル事業部門
市場事業部門
本社管理

国内
本店
東京営業部
大阪本店営業部
神戸営業部 ほか

925店

海外 ニューヨーク支店 ほか 42店

株式会社SMBC信託銀行
ホールセール事業部門
リテール事業部門
グローバル事業部門
本社管理

本店 ほか 34店

SMBC日興証券株式会社

ホールセール事業部門
リテール事業部門
グローバル事業部門
市場事業部門
本社管理

本店 ほか

三井住友カード株式会社 ホールセール事業部門
リテール事業部門

東京本社
大阪本社 ほか

SMBCコンシューマー
ファイナンス株式会社 リテール事業部門 本社 ほか

株式会社日本総合研究所 本社管理 東京本社
大阪本社 ほか

三井住友DSアセット
マネジメント株式会社 本社管理 本社 ほか

注 それぞれの報告セグメントが担当する業務は以下のとおりであります。
ホールセール事業部門：国内の大企業及び中堅・中小企業のお客さまに対応した業務
リテール事業部門 ：国内の個人を中心としたお客さまに対応した業務
グローバル事業部門 ：海外の日系・非日系企業等のお客さまに対応した業務
市場事業部門 ：金融マーケットに対応した業務
本社管理 ：上記各事業部門に属さない業務
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当社の新株予約権等に関する事項
当社が、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井

住友銀行の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）及び執行役員に対し、職務執
行の対価として発行した新株予約権の概要は以下のとおりであります。

新株予約権
の割当日

新株予約権
の個数

目的となる株式
の種類及び数

発行価額
新株予約権
１個当たり

行使価額
株式

１株当たり
行使期間

第１回新株予約権 2010年
８月13日 1,026個 普通株式

307,800株 221,500円 １円 2010年８月13日から
2040年８月12日まで

第２回新株予約権 2011年
８月16日 2,682個 普通株式

804,600株 187,200円 １円 2011年８月16日から
2041年８月15日まで

第３回新株予約権 2012年
８月15日 2,805個 普通株式

841,500株 204,200円 １円 2012年８月15日から
2042年８月14日まで

第４回新株予約権 2013年
８月14日 1,157個 普通株式

347,100株 415,900円 １円 2013年８月14日から
2043年８月13日まで

第５回新株予約権 2014年
８月15日 1,219個 普通株式

365,700株 366,100円 １円 2014年８月15日から
2044年８月14日まで

第６回新株予約権 2015年
８月18日 1,324個 普通株式

397,200株 490,400円 １円 2015年８月18日から
2045年８月17日まで

第７回新株予約権 2016年
８月15日 2,012個 普通株式

603,600株 281,100円 １円 2016年８月15日から
2046年８月14日まで

注 当社は、2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しております。新株
予約権の目的となる株式の数につきましては、当該株式分割の影響を考慮した株式数を記載しております。
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（1）事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等

新株予約権の個数 目的となる株式
の種類及び数

取締役（社外取締役を除く）及び執行役
保有人数 個数

第１回新株予約権 ８個 普通株式
2,400株 １人 ８個

第２回新株予約権 ８個 普通株式
2,400株 １人 ８個

第３回新株予約権 ７個 普通株式
2,100株 １人 ７個

第４回新株予約権 ４個 普通株式
1,200株 １人 ４個

第５回新株予約権 ４個 普通株式
1,200株 １人 ４個

第６回新株予約権 ３個 普通株式
900株 １人 ３個

第７回新株予約権 ７個 普通株式
2,100株 １人 ７個

注１．本新株予約権は、社外取締役に対しては割り当てておりません。
２．当社は、2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しております。新

株予約権の目的となる株式の数につきましては、当該株式分割の影響を考慮した株式数を記載しております。

（2）事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等
該当ありません。
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会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 近藤 敬
指定有限責任社員 小澤 季広
指定有限責任社員 西 文兵衛

公認会計士法第２条第１項の業務に
係る報酬等の額

2,097百万円

①監査委員会は、会計監査人
の監査計画の内容、職務遂
行状況や報酬見積りの算出
根拠等を確認し、検討した
結果、会計監査人としての
報酬等につき、会社法第
399条第１項及び第４項に
基づき同意を行っておりま
す。

②当社は、会計監査人に対し
て、公認会計士法第２条第
１項の業務以外の業務であ
る、コンフォートレター作
成業務等についての対価を
支払っております。

うち会計監査人としての報酬等の額
356百万円

注１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、
「うち会計監査人としての報酬等の額」には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めて記載しております。

３．当社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く）が会計監査人である監査法人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額は、4,219百万円であります。なお、当該合計額には、ファンド監査の報酬を含んでおります。

（2）責任限定契約
該当ありません。

（3）補償契約
該当ありません。
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（4）会計監査人に関するその他の事項
イ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査委員会は、会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由があった場合には会計監査
人の解任を検討するほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合に
は、会社法第404条第２項第２号に基づき会計監査人の解任または不再任を目的とする議案を株主
総会に提出することを検討いたします。

ロ 子会社の監査の状況
当社の重要な子会社のうち、SMBC Bank International plc、SMBC Bank EU AG、三井住

友銀行（中国）有限公司、PT Bank SMBC Indonesia Tbk及びSMBC Americas Holdings,
Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者
を含む）の監査を受けております。
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業務の適正を確保する体制
当社は、当社における業務並びに当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するために整備すべき体制を取締役会において決議し、運用しております。その概要は次のとおり
です。
執行役の職務の執行に係る
情報の保存及び管理に関す
る体制

（決議内容）
執行役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、情報管理
規則に則り、適切な保存及び管理を行う。
（運用状況）
グループ経営会議の議事録や執行役による決裁文書等の、執行役の職
務の執行に係る情報については、情報管理規程、情報管理規則に則
り、適切な保存及び管理を行いました。

当社及び当社のグループ会
社の損失の危険の管理に関
する規程その他の体制

（決議内容）
①当社のグループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、
リスク管理の基本的事項を統合リスク管理規程として定め、リスク
管理担当部署が、経営企画担当部署とともに、各リスクについて網
羅的、体系的な管理を行う。

②当社のグループ全体のリスク管理の基本方針は、グループ経営会議
で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。

③グループ経営会議、担当役員、リスク管理担当部署は、前項におい
て承認されたグループ全体のリスク管理の基本方針に基づいて、リ
スク管理を行う。

（運用状況）
統合リスク管理規程を整備しており、同規程に基づき、リスク管理担
当部署が、経営企画担当部署とともに、網羅的、体系的なリスク管理
を行いました。また、リスク委員会規程に基づき、同委員会を４回開
催し、当社の経営上特に重大な影響があると認識するリスク及びリス
クアペタイト・フレームワーク（注）の実効性向上や見直しについて
審議し、その結果を取締役会に４回報告いたしました。

執行役の職務の執行が効率
的に行われることを確保す
るための体制

（決議内容）
①執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務
計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。

②各執行役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織規程、
SMFGグループ会社管理規程等を定め、これらの規程に則った役職
員への適切な権限委譲を行う。

注 収益拡大のために取る、あるいは許容するリスクの種類・量（リスクアペタイト）を明確にし、業務運営に適切に組み込んだ経営管理の枠
組み。
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執行役の職務の執行が効率
的に行われることを確保す
るための体制

（運用状況）
・2025年度の業務計画を取締役会で策定・決議いたしました。
・取締役会で策定・決議した業務計画に基づき、各執行役が適切に職
務の執行を行うとともに、組織規程等で権限委譲された役職員が業
務運営を行いました。また、その状況について、取締役会に４回報
告いたしました。

当社及び当社のグループ会
社の役職員の職務の執行が
法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

（決議内容）
①当社及び当社のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するため、コンプライアンス及びリスクに関
する基本方針、コンプライアンス管理規程を制定し、役職員がこれ
を遵守する。

②当社及び当社のグループ会社のコンプライアンス体制を有効に機能
させることを目的として、年度ごとに、規程の整備や研修等、コン
プライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制
整備を進める。

③当社のグループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確
保するため、財務報告に係る内部統制評価規程等を制定し、財務報
告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、
その有効性を評価する。

④当社及び当社のグループ会社並びにその役職員による法令等の違反
を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備
し、これを適切に運営する。

⑤反社会的勢力による被害を防止するため、当社のグループ全体の基
本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当
要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的
対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつ
つ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備す
る。

⑥利益相反管理に関する基本方針として利益相反管理方針を制定し、
お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社のグループ内
における利益相反を適切に管理する体制を整備する。

⑦マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、当社
のグループ全体の基本方針としてSMFGマネー・ローンダリング等
防止管理規程を定め、同規程に基づいた運営及び管理を行う。

⑧上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当
部署が内部監査を行い、監査委員会直属の部署として、その結果を
監査委員会、グループ経営会議等に報告する。
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当社及び当社のグループ会
社の役職員の職務の執行が
法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

（運用状況）
・コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画として、取締
役会でコンプライアンス・プログラムを策定し、当該プログラムに
基づいて、グループベースでのコンプライアンス意識の醸成やマネ
ー・ローンダリング及びテロ資金供与対策等の体制強化に努めてま
いりました。当該プログラムの進捗状況については、外部有識者を
含むコンプライアンス委員会で４回協議のうえ、取締役会に報告い
たしました。

・当社、SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友銀行の３社が
2022年度に行政処分等を受けて策定した改善計画に基づき、当年
度は当該改善計画に基づく施策の浸透・定着に向けた取組みを着実
に実行してまいりました。また、改善策の浸透・定着状況について
は、当社の取締役会で３回検証いたしました。

・財務報告に係る内部統制評価規程等に基づき、財務報告に係る内部
統制の有効性を評価し、監査委員会に報告いたしました。

・SMBCグループ内部通報規則に基づき、当社のグループ全体の内部
通報制度として「SMBCグループアラームライン」を設置してお
り、これを適切に運営いたしました。

・利益相反管理統括部署は、利益相反管理方針に基づき、お客さまの
利益を不当に害することのないよう、適切に利益相反を管理してま
いりました。同方針に基づき、利益相反管理統括部署は半期ごとに
モニタリングを実施し、その結果についてグループCCOに報告し
ておりますが、当年度において、特筆すべき事象はございませんで
した。

・内部監査担当部署は、監査委員会及び取締役会で決議したグループ
内部監査規程及び年次の監査基本計画に基づき、当社各部署及びグ
ループ会社に対する内部監査を行い、内部管理体制の適切性・有効
性を検証いたしました。その結果については、監査委員会規程に基
づき同委員会に４回報告し、同委員会を通じて取締役会に報告いた
しました。

企業集団における業務の適
正を確保するための体制

（決議内容）
①当社のグループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定
機関として、取締役会のもとにグループ経営会議を設置する。業務
執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づき、グ
ループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行
する。

②当社のグループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持
するため、SMFGグループ会社管理規程及びコンプライアンスに関
するグループ会社管理規則を定め、これらの規程に則った適切な管
理を行う。
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企業集団における業務の適
正を確保するための体制

③グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、グル
ープ会社間の取引等に係る方針をSMFGグループ内取引管理規程と
して定め、同規程に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの
取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性の
ある取引等については、グループ経営会議で決裁のうえ、監査委員
会に報告を行う。

④当社のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締
役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、グル
ープ会社管理の基本的事項をSMFGグループ会社管理規程等として
定め、これらの規程に則ったグループ会社の管理及び運営を行う。

（運用状況）
・当社のグループ全体の業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定
した基本方針に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、
採否を決定したうえで執行いたしました。

・グループ会社間の取引等に係る基本原則をSMFGグループ内取引管
理規則として制定しており、同規則に基づいた運営及び管理を行い
ました。また、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性の
ある取引等については、グループ経営会議で決裁のうえ、監査委員
会に報告を行うこととしておりますが、当年度において、該当する
取引はございませんでした。

監査委員会の職務を補助す
べき使用人の体制、執行役
からの独立性、監査委員会
を補助すべき使用人に対す
る指示の実効性の確保に係
る事項

（決議内容）
①監査委員会の職務の執行を補助するために、監査委員会室を設置す
る。

②監査委員会室の使用人の執行役からの独立性を確保するために、監
査委員会室の使用人の人事評価・異動については、監査委員会の同
意を必要とする。

③監査委員会室の使用人は、専ら監査委員会の指示に基づき監査委員
会の職務の執行を補助するものとする。

④監査委員会の職務の執行を補助するために、監査委員補佐を置くこ
とがある。この場合、監査委員補佐の人事評価・異動については、
監査委員会の同意を必要とする。

⑤監査委員補佐は、必要と認められる当社の主要なグループ会社の監
査役に就任するなどして、当該社を監査するとともに、監査委員会
の職務の執行を補佐する。

（運用状況）
・監査委員会の監査職務の遂行を補助するために、監査委員会室を設
置しており、同室の使用人は専ら監査委員会の指示に基づき監査委
員会の職務の執行を補助しております。当該使用人の人事評価・異
動については、監査委員会の同意のもと、行われました。
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監査委員会の職務を補助す
べき使用人の体制、執行役
からの独立性、監査委員会
を補助すべき使用人に対す
る指示の実効性の確保に係
る事項

・監査委員会の職務の執行を補助するために、監査委員補佐を設置し
ており、当該監査委員補佐は必要と認められる当社の主要なグルー
プ会社の監査役に就任するなどして当該主要グループ会社を監査す
るとともに、監査委員会の職務を補佐しております。監査委員補佐
の人事評価・異動については、監査委員会の同意のもと行われまし
た。

当社及び当社のグループ会
社の役職員が、監査委員会
に報告をするための体制及
び報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体
制等に係る事項

（決議内容）
①当社及び当社のグループ会社の役職員は、当社もしくは当社のグル
ープ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為ま
たは法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事
実を監査委員会に対し報告する。また、当社及び当社のグループ会
社の役職員は、その職務の執行について監査委員会から説明を求め
られたときには、速やかに当該事項を報告する。

②当社及び当社のグループ会社の役職員は、法令等の違反行為等を発
見したときには、前項の監査委員会のほか、内部通報窓口に報告す
ることができる。コンプライアンス担当部署は、監査委員会に対
し、内部通報の受付・処理状況を定期的に報告するとともに、経営
に与える影響を考慮のうえ、必要と認められるときまたは監査委員
会から報告を求められたときも速やかに報告する。

③当社及び当社のグループ会社の役職員が内部通報窓口及び監査委員
会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するため、グループ内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定める。

（運用状況）
・コンプライアンス担当部署は、監査委員会に対して、内部通報の受
付・処理状況を定期的に報告いたしました。

・グループ内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定め、内部通報制度
を利用した役職員が不利な取扱いを受けることがないよう、体制を
整備し運用しております。

監査委員会の監査が実効的
に行われることを確保する
ための体制に係る事項

（決議内容）
①内部監査担当部署は、監査委員会直属の部署として、監査委員会に
対し内部監査結果を報告する。

②当社の内部監査の基本方針・基本計画は、監査委員会及び取締役会
の承認を得る。

③監査委員会は、必要に応じて内部監査担当部署に対し指示を行い、
内部監査担当部署は当該指示に基づき内部監査を実施する。

④代表執行役は、監査委員会との間で定期的な意見交換を行う機会を
確保すること等により、監査委員会による監査機能の実効性向上に
努める。
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監査委員会の監査が実効的
に行われることを確保する
ための体制に係る事項

（運用状況）
・内部監査担当部署は、監査委員会に対して内部監査結果を定期的に
報告いたしました。

・内部監査の基本方針・基本計画は、監査委員会及び取締役会の承認
を得ました。

・監査委員会は、必要に応じて、内部監査担当部署に対して具体的な
指示を行っております。

・代表執行役は、監査委員と４回意見交換を行い、監査委員会による
監査機能の実効性向上に努めました。

監査委員の職務の執行につ
いて生ずる費用の負担に係
る事項

（決議内容）
当社は毎期、監査委員会の要請に基づき、監査委員が職務を執行する
ために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用
の発生が見込まれるため、監査委員会が追加の予算措置を求めた場合
は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、
追加の予算措置を講じる。
（運用状況）
監査委員による往査等の職務の執行に必要な費用については、適切な
予算措置を講じました。
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特定完全子会社に関する事項
会社名 住所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内
一丁目１番２号

百万円
4,613,983

百万円
20,351,401

注 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

その他
会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
当社は、定款第８条に、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第459条第１項第１号の規定

に基づき、取締役会の決議によって、株主との合意により自己の株式を有償で取得することができる
旨を規定しております。かかる自己の株式の取得については、資本の状況、成長投資の機会等を総合
的に判断したうえで、適切に対応してまいります。
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連結計算書類の注記
＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記＞
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいており
ます。
また、記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．連結の範囲に関する事項
⑴連結される子会社及び子法人等 172社
主要な会社名 株式会社三井住友銀行

株式会社SMBC信託銀行
SMBC日興証券株式会社
三井住友カード株式会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社日本総研ホールディングス
株式会社日本総合研究所
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
SMBC Bank International plc
SMBC Bank EU AG
三井住友銀行（中国）有限公司
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
SMBC Americas Holdings, Inc.
SMBC信用保証株式会社

株式会社日本総研ホールディングス他６社を新規設立等により、当連結会計年度より連結される子会社及
び子法人等としております。
また、SMBCファイナンスサービス株式会社は合併により、株式会社ポラリファイ他８社は売却等により

子会社及び子法人等でなくなったため、当連結会計年度より連結される子会社及び子法人等から除外してお
ります。
なお、当社の連結される子会社であるPT Bank BTPN Tbkは、PT Bank SMBC Indonesia Tbkに商号

変更しております。
⑵非連結の子法人等
主要な会社名 SBCS Co.,Ltd.
非連結の子法人等６社は投資事業組合であり、その資産及び損益は実質的に当該子法人等に帰属しないも

のであるため、会社計算規則第63条第１項第２号により、連結の範囲から除外しております。
また、その他の非連結の子法人等の総資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関
する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
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⑶他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社及び子法人等としな
かった当該他の会社等
たまご＆カンパニー株式会社
ユーディーアイ確認検査株式会社
株式会社ファストノット
アクアクララ株式会社
アクアクララレモンガスホールディングス株式会社

（子会社及び子法人等としなかった理由）
投資事業を営む子会社及び子法人等が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的として株式

を保有し、支配を目的とはしていないことから、子会社及び子法人等として取り扱っておりません。

２．持分法の適用に関する事項
⑴持分法適用の非連結の子法人等 ５社
主要な会社名 SBCS Co.,Ltd.

⑵持分法適用の関連法人等 239社
主要な会社名 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

住友三井オートサービス株式会社
株式会社インフキュリオン他16社は株式取得等により、当連結会計年度より持分法適用の関連法人等とし

ております。
また、90社は清算等により関連法人等でなくなったため、当連結会計年度より持分法適用の関連法人等か

ら除外しております。
⑶持分法非適用の非連結の子法人等

持分法非適用の非連結の子法人等６社は投資事業組合であり、その資産及び損益は実質的に当該子法人等
に帰属しないものであるため、会社計算規則第69条第１項第２号により、持分法非適用としております。

⑷持分法非適用の関連法人等
主要な会社名 Park Square Capital / SMBC Loan Programme S.à r.l.
持分法非適用の関連法人等の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれ

ぞれの合計額は、持分法適用の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を
妨げない程度に重要性が乏しいものであります。

３．会計方針に関する事項
⑴特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用
して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、
連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結
損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日等の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日等において決済したものとみなした額
により行っております。
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また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金
銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品について
は前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産

及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単
位とした時価を算定しております。

⑵有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適
用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主
として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行
っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部

純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記⑴及び⑵①と同じ方法により行って
おります。

⑶デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正

味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しておりま
す。

⑷固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結される子会社である株式会社三井住友銀行の有形固定資産は、主に定額法を採用しておりま
す。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ７年〜50年
その他 ２年〜20年

その他の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主に
定額法により償却しております。

②無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社並び

に連結される国内子会社及び子法人等における利用可能期間（５年〜10年）に基づいて償却しております。
③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年
数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

⑸貸倒引当金の計上基準
主要な連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しております。
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破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに
記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と
認める額を計上しております。
連結される子会社である株式会社三井住友銀行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキ

ャッシュ・フローを合理的に見積もることができる破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に係る債権及び債権の
全部又は一部が三月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対
する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法（DCF
法）を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キ
ャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確
率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定し
ております。
また、直近の経済環境やリスク要因を勘案し、過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポ

ートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必
要と認められる金額を計上しております。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当

勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
当社並びにその他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績

率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は242,971百万円であります。

⑹賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結

会計年度に帰属する額を計上しております。
⑺役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、役員（執行役員を含む、以下同じ）への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞
与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

⑻役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末

の要支給額を計上しております。
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⑼ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、SMBCグループ共通ポイントである「Vポイント」等の将来の利用による負担に備える

ため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、
必要と認める額を計上しております。

⑽睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請

求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
⑾利息返還損失引当金の計上基準

利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等に基づく将来の返還損失
見込額を計上しております。

⑿特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取

引等に関して生じた事故による損失の補塡に充てるため、金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上し
ております。

⒀退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、主として給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法
は次のとおりであります。
過去勤務費用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９年）による定

額法により損益処理
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
⒁外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当社及び連結される子会社である株式会社三井住友銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、
取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式及び関連法人等株式を除き、主として連結決
算日の為替相場による円換算額を付しております。
また、その他の連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為

替相場により換算しております。
⒂リース取引に関する収益及び費用の計上基準
①ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

受取利息相当額を収益として各期に配分する方法によっております。
②オペレーティング・リース取引の収益の計上基準

主に、リース期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に
対応するリース料を計上しております。

⒃収益の計上方法
①収益の認識方法

顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約ごとに識別した履行義務の充
足状況に基づき認識しております。
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②主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益について、役務取引等収益の各項目における主な取引の内容及び履行義務の

充足時期の判定は次のとおりであります。
預金・貸出業務収益には、主に口座振替に係る手数料等やシンジケートローンにおける貸付期間中の事務

管理に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間
にわたり収益を認識しております。
為替業務収益には、主に国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で収

益を認識しております。
証券関連業務収益には、主に売買委託手数料が含まれております。売買委託手数料には、株式及び債券の

販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で収益を認識しております。
代理業務収益には、主にオンライン提携に伴う銀行間受入手数料等の代理事務手数料が含まれており、関

連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識してお
ります。
保護預り・貸金庫業務収益には、主に保護預り品の保管料及び貸金庫・保護箱使用料が含まれており、関

連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しております。
クレジットカード関連業務収益には、主に加盟店手数料が含まれており、クレジット売上データが到着し

た時点で収益を認識しております。
投資信託関連業務収益には、主に投資信託の販売及び記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれてお

り、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり収益を認識しておりま
す。

⒄重要なヘッジ会計の方法
①金利リスク・ヘッジ

連結される子会社である株式会社三井住友銀行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に
対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以
下、「業種別委員会実務指針第24号」という）に規定する繰延ヘッジを適用しております。
相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス

ワップ取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フロ
ーを固定する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効
性の評価をしております。
個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。

②為替変動リスク・ヘッジ
連結される子会社である株式会社三井住友銀行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる

通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計
上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日。以下、「業
種別委員会実務指針第25号」という）に基づく繰延ヘッジを適用しております。
これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で

行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等
が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。
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また、外貨建子会社・子法人等株式及び関連法人等株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替
変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証
券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘ
ッジ又は時価ヘッジを適用しております。

③株価変動リスク・ヘッジ
連結される子会社である株式会社三井住友銀行は、その他有価証券から生じる株価変動リスクを相殺する

個別ヘッジについては時価ヘッジを適用しており、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
④連結会社間取引等

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部
取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種
別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対
外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から
生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、株式会社三井住友銀行以外の一部の連結される子会社及び子法人等において、繰延ヘッジ又は時価

ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
⒅のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、20年以内のその効果の発現する期間にわたり均等償却しております。ただし、金額に重要性の
乏しいものについては発生年度に全額償却しております。

⒆グループ通算制度の適用
当社及び一部の連結される国内子会社は、グループ通算制度を適用しております。

＜会計方針の変更に関する注記＞
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「法人
税等会計基準」という。）、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）
及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、
「税効果適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、法人税等会計基準第20-3

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び税効果適用指針第65-2項⑵ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包
括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結
果、当連結会計年度の期首の「利益剰余金」が59,330百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が59,330
百万円減少しております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書

類における取扱いの見直しに関連する改正については、税効果適用指針を当連結会計年度の期首から適用して
おります。なお、当該適用指針の適用に伴う、当社の連結計算書類への重要な影響はありません。
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＜重要な会計上の見積りに関する注記＞
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度

に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
１．貸倒引当金
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金 925,931百万円
⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

貸倒引当金は、貸出金を含むすべての債権について、自己査定基準に基づいて資産査定を実施し、債務者
の信用リスクの状況に応じた債務者区分を判定した上で、次のとおり計上しております。
・債務者区分ごとに貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき予想損失額を見込
んで計上

・債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる要管理
先以下の債務者区分に係る債権等のうち、大口債務者に対してはキャッシュ・フロー見積法（DCF法）
を適用し計上

・過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見
通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を計上

これらの方法による貸倒引当金の計上については、次のような見積りの不確実性が存在するため、経営者
による高度な判断が求められます。
・債務者区分判定における将来予測情報を含む定性的要因の勘案
・DCF法における個別の将来キャッシュ・フローの合理的な見積り
・直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見通しに基づく予想損失の見積り手法と対象となるポー
トフォリオの決定

これらは経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の貸倒引当金の金額に重
要な影響を与える可能性があります。
（注）米国の関税措置、ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響、海外における金利高止まりの長期化の影響及び国内における事

業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについては＜追加情報＞をご参照ください。
２．固定資産の減損
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

有形固定資産 1,006,556百万円
無形固定資産 1,017,322百万円
減損損失 7,052百万円

⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（資産のグルーピング）
当社の連結される子会社である株式会社三井住友銀行においては、土地、建物等については各営業拠点を

グルーピングの最小単位とし、無形固定資産や本店等の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産を
共用資産としております。なお、共用資産のうち各業務部門単独での使用が合理的に特定できる固定資産に
ついては、各業務部門の共用資産とし、関連する他の固定資産を含む業務部門単位で減損判定を実施してお
ります。その他の共用資産については、全社単位で減損判定を実施しております。
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（減損の兆候の識別、認識要否の判定及び測定）
減損の兆候がある固定資産については、減損損失の認識要否の判定を行い、認識が必要となった場合には、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額には、
固定資産の時価から処分費用見込額を控除した正味売却価額と、固定資産の継続的使用と使用後の処分によ
って生ずると見込まれるキャッシュ・フローの現在価値である使用価値のいずれかを使用しております。
減損損失の認識要否の判定及び使用価値の算出に使用する将来のキャッシュ・フロー、成長率については、

経営者の見積りや判断、市場成長率等に基づき決定しており、使用価値の算出に使用する割引率については、
市場金利やその他の市場環境に基づき決定しておりますが、これらは金融経済環境等の変化等によって影響
を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の減損損失の金額に重要な影響を与え
る可能性があります。

３．金融商品の時価評価
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

＜金融商品に関する注記＞に記載しております。
⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

＜金融商品に関する注記＞に記載しております。
４．利息返還損失引当金
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

利息返還損失引当金 242,127百万円
⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

利息返還損失引当金は、利息制限法の定める上限を超える利率で貸し出していた顧客からの利息返還請求
に備えて、将来の返還請求額の見込みをもとに計上しております。
将来の返還請求額の見込みは、顧客からの返還請求件数、返還金額等の過去の実績等を用い、一定の仮定

のもと算出しております。今後の顧客からの返還請求の動向が、翌連結会計年度の利息返還損失引当金の金
額に重要な影響を与える可能性があります。

５．退職給付費用及び退職給付債務
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

退職給付に係る資産 987,288百万円
退職給付に係る負債 33,890百万円
営業経費等に含まれる退職給付費用 △26,369百万円

⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
従業員の確定給付制度に係る退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、退職率、将来の昇給率などの

様々な仮定に基づき計上しております。
割引率は日本国債の利回り、退職率や将来の昇給率などの指標については過去の実績や直近の見通しに基

づき決定しております。これらの決定にあたっては、経営者の高度な判断が求められ、見直しが必要となっ
た場合、翌連結会計年度の退職給付費用、退職給付債務の金額に重要な影響を与える可能性があります。

６．繰延税金資産
⑴当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

繰延税金資産 71,261百万円
繰延税金負債 422,050百万円
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⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収または支払が見込まれない税金の額を除き、

繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しており、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方
を相殺して表示しております。
なお、そのうち繰延税金資産の回収可能性については、一時差異等のスケジューリングや課税所得を合理

的に見積もって判断しておりますが、一時差異等のスケジューリングが変更になった場合や課税所得が見積
りを下回ることとなった場合、または法人税率の引き下げ等の税制改正がなされた場合には、翌連結会計年
度の繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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＜追加情報＞
１．米国の関税措置を踏まえた貸倒引当金の見積りについて

米国による貿易相手国に対する高関税措置に起因する急激な環境変化に伴い、その影響を受けやすいと考え
られる企業の信用状況が悪化する懸念があることを踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次
の方法により連結計算書類に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入

手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しており
ます。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポー

トフォリオを国、業種の観点から特定し、関税措置が及ぼす影響を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認
められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して追加的に合計
46,500百万円の貸倒引当金を計上しております。

２．ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に起因する不透明な事業環境を踏まえたロシア関連与信に対する貸倒引

当金の見積りについて、次の方法により連結計算書類に反映しております。なお、当該与信は主に同国法人顧
客に関するものであります。
各国政府による経済制裁やロシア政府による対抗措置の影響等を踏まえ、個別の債務者に関連して発生する

ことが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行う
ことにより貸倒引当金に計上しております。加えて、ロシアの政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金
額を特定海外債権引当勘定として貸倒引当金に計上しております。
また、当該経済制裁や対抗措置に係る影響の長期化や、ロシア国債の利払状況等も含めた同国の信用状況の

悪化により、元本又は利息の支払の遅延や支払条件緩和等が発生する蓋然性に鑑み、総合的な判断を踏まえて
必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
あわせて、在ロシア顧客からの債権回収額を含む一部の資金については、ロシア大統領令及びロシア中銀の

指示により、国外送金による回収が困難な状況が長期化していることを受け、当該対抗措置が及ぼす影響を見
積もり、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
この結果、ロシア関連与信に対して合計105,334百万円の貸倒引当金を計上しております。

３．海外における金利高止まりの長期化の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
海外における金利高止まりの長期化に伴い、企業の利払負担も引き続き増加傾向にあることを踏まえ、当該

影響に係る貸倒引当金の見積りについて、次の方法により連結計算書類に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入

手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しており
ます。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポー

トフォリオを貸出形態や業種の観点から特定し、市況の動向や高止まりする金利が及ぼす影響を見積もり、総
合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリ
オに対して追加的に合計35,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
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４．国内における事業環境の変化等を踏まえた貸倒引当金の見積りについて
原材料費の高止まり、人件費の増加等の国内事業環境の変化及び政策金利上昇等の金融環境の変化に伴い、

一部ポートフォリオについては、今後信用状況が悪化する懸念があることも踏まえ、当該影響に係る貸倒引当
金の見積りについて、次の方法により連結計算書類に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入

手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しており
ます。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、上述の影響を受けやすいと考えられるポー

トフォリオを貸出形態や債務返済能力の観点から特定し、市況の動向が及ぼす影響を見積もり、総合的な判断
を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。この結果、当該ポートフォリオに対して
追加的に合計12,000百万円の貸倒引当金を計上しております。
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＜連結貸借対照表に関する注記＞
１．連結貸借対照表の資産及び負債の分類は、銀行法施行規則（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しておりま
す。

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
３．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債及び地方債並びに「特定取
引資産」中の商品有価証券に合計292,354百万円含まれております。
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引等により

受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券
で、（再）担保に差し入れている有価証券は9,358,574百万円、再貸付けに供している有価証券は75,718百万
円、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有しているものは13,396,963百万円であります。

４．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証
しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限
る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上される
もの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によ
るものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 75,234百万円
危険債権額 454,767百万円
要管理債権額 351,693百万円
三月以上延滞債権額 60,843百万円
貸出条件緩和債権額 290,850百万円

小計額 881,696百万円
正常債権額 130,080,805百万円
合計額 130,962,501百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に
該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更

生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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５．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処
分できる権利を有しておりますが、その額面金額は870,770百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
現金預け金 3,790百万円
特定取引資産 1,891,203百万円
有価証券 13,009,593百万円
貸出金 10,728,100百万円

担保資産に対応する債務
売現先勘定 12,670,866百万円
債券貸借取引受入担保金 1,595,624百万円
借用金 8,331,558百万円
社債 758,629百万円

上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現金預け金16,952百万円、
特定取引資産1,198,444百万円、有価証券8,351,529百万円、貸出金553,201百万円を差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金1,925,437百万円、保証金80,006百万円、先物取引差入証

拠金56,775百万円及びその他の証拠金等100,799百万円が含まれております。
７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は91,090,878百万円であります。このうち原契約期間が１年
以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが56,556,826百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額
をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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８．連結される子会社である株式会社三井住友銀行は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布
法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）
に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額のうち親会社持分相当額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
連結される子会社である株式会社三井住友銀行
1998年３月31日及び2002年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法
連結される子会社である株式会社三井住友銀行
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固
定資産税評価額、同条第４号に定める路線価及び同条第５号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補
による鑑定評価に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な調整を行
って算出。

９. 有形固定資産の減価償却累計額 857,729百万円
10．有形固定資産の圧縮記帳額 50,549百万円
11．借用金には、劣後特約付借入金176,000百万円が含まれております。
12．社債には、劣後特約付社債3,153,557百万円が含まれております。
13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債
務の額は1,006,735百万円であります。
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14．ストック・オプションに関する事項は下記のとおりであります。
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
⑴当社
①ストック・オプションの内容

決議年月日 2010年７月28日 2011年７月29日 2012年７月30日 2013年７月29日

付与対象者の区分
及び人数（人）

当社の取締役 8
当社の監査役 3
当社の執行役員 2
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 69

当社の取締役 9
当社の監査役 3
当社の執行役員 2
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 71

当社の取締役 9
当社の監査役 3
当社の執行役員 2
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 71

当社の取締役 9
当社の監査役 3
当社の執行役員 3
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 67

ストック・オプション
の数（株）（注） 普通株式 307,800 普通株式 804,600 普通株式 841,500 普通株式 347,100

付与日 2010年８月13日 2011年８月16日 2012年８月15日 2013年８月14日

権利確定条件

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

対象勤務期間
2010年６月29日から
2010年度に関する定時
株主総会終結時まで

2011年６月29日から
2011年度に関する定時
株主総会終結時まで

2012年６月28日から
2012年度に関する定時
株主総会終結時まで

2013年６月27日から
2013年度に関する定時
株主総会終結時まで

権利行使期間 2010年８月13日から
2040年８月12日まで

2011年８月16日から
2041年８月15日まで

2012年８月15日から
2042年８月14日まで

2013年８月14日から
2043年８月13日まで

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月31日 2016年７月26日

付与対象者の区分
及び人数（人）

当社の取締役 10
当社の監査役 3
当社の執行役員 2
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 67

当社の取締役 8
当社の監査役 3
当社の執行役員 4
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 68

当社の取締役 8
当社の監査役 3
当社の執行役員 5
株式会社三井住友
銀行の取締役、監
査役及び執行役員 73

ストック・オプション
の数（株）（注） 普通株式 365,700 普通株式 397,200 普通株式 603,600

付与日 2014年８月15日 2015年８月18日 2016年８月15日

権利確定条件

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

当社及び株式会社三井
住友銀行の取締役、監
査役及び執行役員のい
ずれの地位をも喪失し
た時点

対象勤務期間
2014年６月27日から
2014年度に関する定時
株主総会終結時まで

2015年６月26日から
2015年度に関する定時
株主総会終結時まで

2016年６月29日から
2016年度に関する定時
株主総会終結時まで

権利行使期間 2014年８月15日から
2044年８月14日まで

2015年８月18日から
2045年８月17日まで

2016年８月15日から
2046年８月14日まで

（注）1．株式数に換算して記載しております。
2．2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で実施した株式分割の影響を考
慮した株式数を記載しております。
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②ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数（注）
決議年月日 2010年７月28日 2011年７月29日 2012年７月30日 2013年７月29日

権利確定前（株）
前連結会計年度末 4,200 4,200 2,100 17,700
付与 ― ― ― ―
失効 ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― 16,500
未確定残 4,200 4,200 2,100 1,200

権利確定後（株）
前連結会計年度末 76,800 272,400 299,100 70,200
権利確定 ― ― ― 16,500
権利行使 18,900 58,200 53,100 9,300
失効 ― ― ― ―
未行使残 57,900 214,200 246,000 77,400

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月31日 2016年７月26日
権利確定前（株）
前連結会計年度末 23,400 33,900 132,000
付与 ― ― ―
失効 ― ― ―
権利確定 900 900 62,100
未確定残 22,500 33,000 69,900

権利確定後（株）
前連結会計年度末 57,000 32,700 44,700
権利確定 900 900 62,100
権利行使 6,600 ― 60,600
失効 ― ― ―
未行使残 51,300 33,600 46,200

（注）1．株式数に換算して記載しております。
2．2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で実施し
た株式分割の影響を考慮した株式数を記載しております。
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単価情報
決議年月日 2010年７月28日 2011年７月29日 2012年７月30日 2013年７月29日

権利行使価格 （円） 1 1 1 1
行使時平均株価（円） 3,244 3,505 2,982 3,151
付与日における
公正な評価単価（円） 738 624 681 1,386

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月31日 2016年７月26日
権利行使価格 （円） 1 1 1
行使時平均株価（円） 3,133 ― 2,963
付与日における
公正な評価単価（円） 1,220 1,635 937

③ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。
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⑵連結される子会社であるSMBC Wevox株式会社
①ストック・オプションの内容

決議年月日 2024年３月13日
付与対象者の区分
及び人数（人） 取締役 ２

ストック・オプション
の数（株）（注） 普通株式 40

付与日 2024年３月13日

権利確定条件

（イ）新株予約権の行使に際しては、SMBC Wevox株式会社の普通株式が日本国内の金融商品取引所に
上場していることを要し、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、以下の各号
の期間及び割合のとおり行使することができる。
(a)上場日からその３年後の応当日（当日を含む）まで
新株予約権者が割当を受けて引き受けた新株予約権の50％

(b)上場日の３年後の応当日の翌日（当日を含む）以降
新株予約権者が割当を受けて引き受けた新株予約権の全て

（ロ）新株予約権者は、新株予約権の付与時から行使時まで継続して、SMBC Wevox株式会社の取締役
の地位にあることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

（ハ）SMBC Wevox株式会社の普通株式が、日本国内の金融商品取引所に上場された後、上場廃止にな
った場合、新株予約権者は新株予約権を行使することができない。

（ニ）新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができない。但し、取締役会
が認めた場合は、相続人は新株予約権を行使することができる。

（ホ）新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年（暦年）においても、新株予約権の行使に係る権利
行使価額の合計額が、年間1,200万円（租税特別措置法の改正により変更された場合は、変更後の
額）を超える新株予約権の行使はできない。

（ヘ）その他の条件については、取締役会決議に基づき、SMBC Wevox株式会社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

対象勤務期間 定めがない
権利行使期間 2027年３月14日から2034年３月13日まで
（注）株式数に換算して記載しております。
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②ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数（注）
決議年月日 2024年３月13日

権利確定前（株）
前連結会計年度末 40
付与 ―
失効 ―
権利確定 ―
未確定残 40

権利確定後（株）
前連結会計年度末 ―
権利確定 ―
権利行使 ―
失効 ―
未行使残 ―

（注）株式数に換算して記載しております。

単価情報
決議年月日 2024年３月13日

権利行使価格 （円） 100,000
行使時平均株価（円） ―
付与日における
公正な評価単価（円） ―

③ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、SMBC Wevox株式会社は未公開企業であるため、ストッ

ク・オプションの公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値により算定しております。また、単位当たり
の本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、純資産法により算定した価格を用いております。

④ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。
⑤ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
額
(イ)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―百万円
(ロ)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―百万円
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＜連結損益計算書に関する注記＞
１．連結損益計算書の収益及び費用の分類は、銀行法施行規則（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しておりま
す。

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
３．その他の経常収益には、株式等売却益558,553百万円を含んでおります。
４．その他の経常費用には、貸出金償却151,583百万円及び利息返還損失引当金繰入額141,500百万円を含ん
でおります。

５．当連結会計年度において、以下の資産について、回収可能価額と帳簿価額との差額を減損損失として特別損
失に計上しております。

主な用途 種類 減損損失額

首都圏 遊休資産 127物件 土地、建物等 1,355百万円
共用資産 １物件 ７百万円

近畿圏 遊休資産 36物件 土地、建物等 518百万円

国内その他 営業用店舗 １ヵ店 土地、建物等 １百万円
遊休資産 806物件 2,991百万円

欧州 遊休資産 １物件 建物 644百万円
― ― ソフトウェア等 1,534百万円

土地、建物等について、継続的な収支の管理・把握をしている各営業拠点（物理的に同一の資産を共有する
拠点）をグルーピングの最小単位としております。無形固定資産や本店、研修所、事務・システムの集中セン
ター、福利厚生施設等の本部拠点の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は全社的な資産として共
用資産としております。なお、当社の連結される子会社である株式会社三井住友銀行等の一部の子会社では、
管理会計上の枠組みを活用し、共用資産のうち各業務部門単独での使用が合理的に認められる固定資産につい
ては各業務部門の共用資産として特定した上で、関連する他の固定資産を含む業務部門単位で減損判定を実施
しております。
遊休資産については、物件ごとにグルーピングの単位としております。遊休資産について、投資の回収が見

込まれない場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお
ります。なお、回収可能価額は主として正味売却価額により算出しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価
基準に準拠した評価額から処分費用見込額を控除する等により算出しております。
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数 摘要

発行済株式
普通株式 1,337,529,084 2,616,696,274 69,779,900 3,884,445,458 （注）１，２
合 計 1,337,529,084 2,616,696,274 69,779,900 3,884,445,458

自己株式
普通株式 23,587,866 56,937,950 69,873,968 10,651,848 （注）３，４，５
合 計 23,587,866 56,937,950 69,873,968 10,651,848

（注）1．普通株式の発行済株式総数の増加2,616,696,274株は、株式報酬としての新株式発行による増加
341,902株及び株式分割による増加2,616,354,372株であります。

2．普通株式の発行済株式総数の減少69,779,900株は、自己株式の消却によるものであります。
3．普通株式の自己株式の増加56,937,950株は、単元未満株式の買取り26,150株、従業員向け株式交付
信託の当社株式の取得149,000株、自己株式の取得による増加49,647,900株及び株式分割による増
加7,114,900株であります。

4．普通株式の自己株式の減少69,873,968株は、単元未満株式の売渡し及びストック・オプションの権
利行使による減少93,968株、従業員向け株式交付信託の当社株式の売却100株並びに自己株式の消却
による減少69,779,900株であります。

5．当連結会計年度の普通株式の自己株式数10,651,848株には、従業員向け株式交付信託が保有する当
社株式446,700株が含まれております。

３．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

摘要当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

当社 ストック・オプション
としての新株予約権 767
合 計 767

４．配当に関する事項
⑴当連結会計年度中の配当金支払額

決議日 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会 普通株式 177,382 135 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年11月14日
取締役会 普通株式 234,858 180 2024年９月30日 2024年12月３日

⑵基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定日 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日
2025年６月27日
定時株主総会 普通株式 240,202 利益剰余金 62 2025年３月31日 2025年６月30日
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＜金融商品に関する注記＞
１．金融商品の状況に関する事項
⑴金融商品に対する取組方針

当社グループでは、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、シス
テム開発・情報処理業務などの金融サービスに係る事業を行っております。うち、銀行業務としては、預金
業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び
登録業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務等を行っております。
当社グループでは、これらの事業において、貸出金、債券、株式等の金融資産を保有するほか、預金、借

用金、社債等による資金調達を行っております。また、顧客のヘッジニーズに対応する目的のほか、預貸金
業務等に係る市場リスクをコントロールする目的（以下、「ALM目的」）や、金利・通貨等の相場の短期的な
変動を利用して利益を得る目的（以下、「トレーディング目的」）で、デリバティブ取引を行っております。
なお、当社の主要な連結される子会社である株式会社三井住友銀行では、ALM目的の取引は市場資金部、市
場運用部及び市場ポートフォリオ投資部、トレーディング目的の取引は市場営業部（アジア・大洋州地域に
おいてはALM目的・トレーディング目的共にアジア・大洋州トレジャリー部、東アジア地域においてはALM
目的・トレーディング目的共に東アジアトレジャリー部）が行っております。

⑵金融商品の内容及びそのリスク
①金融資産

当社グループが保有する主な金融資産は、国内外の法人向けや国内の個人向けの貸出金及び国債や社債等
の債券や国内外の株式等の有価証券であります。国債等の債券につきましては、ALM目的のほか、トレーデ
ィング目的、満期保有目的等で保有しております。また、株式につきましては、政策投資を主な目的として
保有しております。これらは、それぞれ貸出先、発行体の財務状況の悪化等に起因して当該資産の価値が減
少・滅失する信用リスクや金利、為替、株価等の相場が変動することにより損失を被る市場リスク、市場の
流動性の低下により適正な価格で希望する量の取引が困難となる市場流動性リスクに晒されております。こ
れらのリスクにつきましては、後記の「⑶金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、
運営しております。

②金融負債
当社グループが負う金融負債には、預金のほか、借用金、社債等が含まれます。預金は、主として国内外

の法人と国内の個人預金であり、借用金及び社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約
が付された劣後特約付借入金や劣後特約付社債が含まれております。金融負債についても、金融資産と同様
に、市場リスクのほか、市場の混乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる資金流動性リスクに晒
されております。これらのリスクにつきましては、後記の「⑶金融商品に係るリスク管理体制」で記載のと
おり、適切に管理、運営しております。
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③デリバティブ取引
当社グループで取り扱っているデリバティブ取引には、先物外国為替取引、金利、通貨、株式、債券、商

品に係る先物取引、先渡取引、スワップ取引、オプション取引及びクレジットデリバティブ取引、天候デリ
バティブ取引等があります。
デリバティブ取引に係る主要なリスクとしては、市場リスク、取引相手の財務状況の悪化等により契約が

履行されなくなり損失を被る信用リスク、市場流動性リスク等があります。これらのリスクにつきまして
は、後記の「⑶金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、運営しております。
なお、ALM目的で取り組むデリバティブ取引につきましては、必要に応じてヘッジ会計を適用しておりま

すが、当該ヘッジ会計に関するヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法等につ
きましては、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ３．会計方針に関する事
項 ⒄重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

⑶金融商品に係るリスク管理体制
当社は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項を「統合リスク管理規程」として制定しておりま

す。同規程に基づき、グループ経営会議が「グループ全体のリスク管理の基本方針」を決定し、取締役会の
承認を得る体制としており、グループ各社においては、この基本方針に基づき、業務の特性に応じたリスク
管理体制を構築しております。
また、グループ全体のリスクを一元的に把握・管理し、適切なリスク管理を実施するために、グループ

CROを設置しており、戦略上重要なグループ会社のリスク管理担当役員をメンバーとするグループCRO会議
等を通じて、グループ全体のリスク管理に関する情報共有と体制強化を図っております。

①信用リスクの管理
当社においては、グループ各社がその業務特性に応じた信用リスクを統合的に管理すること、個別与信や

与信ポートフォリオ全体の信用リスクを定量的かつ経常的に管理することなどに関する基本原則を定め、グ
ループ全体の信用リスク管理の徹底を図っております。

(イ)信用リスクの管理体制
当社では、グループCROが「グループ全体のリスク管理の基本方針」を踏まえ、信用リスク管理の基本

方針を毎年策定し管理しております。投融資企画部は、グループクレジットポリシー等の信用リスク関連
規程の企画及び管理、不良債権管理を含めた与信ポートフォリオ管理等、信用リスクの管理・運営を統括
しております。また、グループ全体の与信ポートフォリオ等について協議する機関として「信用リスク委
員会」を設置しております。
当社の主要な連結される子会社である株式会社三井住友銀行におきましては、リスク管理部門の投融資

企画部が、クレジットポリシー、行内格付制度、与信権限規程、稟議規程の制定及び改廃、不良債権管理
を含めた与信ポートフォリオの管理等、信用リスクの管理・運営を統括するとともに、リスク統括部及び
リスク情報部と協働して、信用リスクの計量化（リスク資本、リスクアセットの算定）を行い、銀行全体
の信用リスク量の管理を行っております。
また、投融資企画部では、クレジットデリバティブや貸出債権の売却等を通じて与信ポートフォリオの

安定化に努めております。
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各所管審査部は営業店と連携し、与信案件の審査、与信ポートフォリオの管理等を行っております。与
信の実行権限は、与信先の格付別の金額基準をベースとした体系とし、信用リスクの程度が大きい与信
先・与信案件については審査部で重点的に審査・管理を行っております。また、融資管理部が、主に破綻
懸念先以下に区分された与信先に対する債権の圧縮のための方策の立案、実施に努めているほか、企業調
査部が、産業・業界に関する調査や個別企業の調査等を通じて主要与信先の実態把握や信用悪化懸念先の
早期発見に努めております。
更に、機動的かつ適切なリスクコントロール並びに与信運営上の健全なガバナンス体制確保を目的とす

る協議機関として、各部門を横断する「信用リスク委員会」を設置しております。
なお、当社では、各部門から独立した監査部門が、定期的に、資産内容の健全性、格付・自己査定の正

確性、信用リスク管理体制の適切性についての内部監査を行い、グループ経営会議や監査委員会等に監査
結果の報告を行っております。

(ロ)信用リスクの管理方法
当社では、個別与信あるいは与信ポートフォリオ全体のリスクを適切に管理するため、内部格付制度に

より、与信先あるいは与信案件ごとの信用リスクを適切に評価するとともに、信用リスクの計量化を行う
ことで、信用リスクを定量的に把握、管理しております。また、融資審査や債務者モニタリングによる個
別与信の管理に加え、与信ポートフォリオの健全性と収益性の中期的な維持・改善を図るため、次のとお
り適切な信用リスクの管理を行っております。
・自己資本の範囲内での適切なリスクコントロール

自己資本対比許容可能な範囲内でリスクテイクするため、健全性を表すリスクアペタイト指標である全
体リスク資本について各事業部門のリスクアペタイト、ポートフォリオ計画を踏まえた上で許容できるリ
スク量の上限を設定し、その内訳として信用リスク資本のモニタリングを行っております。

・集中リスクの抑制
与信集中リスクは、顕在化した場合に当社の自己資本を大きく毀損させる可能性があることから、特定

の業種に過度の信用リスクが集中しないように管理を行うとともに、大口与信先に対する上限基準値の設
定や重点的なローンレビューの実施等を行っております。また、各国の信用力の評価に基づき、国別の与
信枠を設定し、カントリーリスクの管理を実施しております。

・企業実態把握の強化とリスクに見合った収益の確保
企業実態をきめ細かく把握し、信用リスクに見合った適正な収益を確保することを与信業務の大原則と

し、信用コスト、資本コスト及び経費控除後収益の改善に取り組んでおります。
・問題債権の発生の抑制・圧縮

問題債権や今後問題が顕在化する懸念のある債権につきましては、ローンレビュー等により対応方針や
アクションプランを明確化したうえで、劣化防止・正常化の支援、回収・保全強化策の実施等、早期の対
応に努めております。
なお、一部のファンドに対する出資や証券化商品、クレジットデリバティブ等、間接的に社債や貸付債

権等の資産（裏付資産）のリスクを保有する商品は、市場で売買されることから、裏付資産の信用リスク
とともに市場リスク・市場流動性リスクを併せ持つ商品であると認識しております。こうした商品に関し
ては、裏付資産の特性を詳細に分析・評価して信用リスクの管理を行う一方、当該商品の市場リスク等に
つきましては、市場リスク・流動性リスク管理の体制の中で、網羅的に管理しております。また、それぞ
れのリスク特性に応じ各種ガイドラインを設定し、損失を被るリスクを適切に管理しております。
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デリバティブ取引の信用リスクにつきましては、時価に基づく信用リスク額を定期的に算出し、適切に
管理しております。取引の相手方が取引を頻繁に行う金融機関である場合には、倒産等により取引相手が
決済不能となった場合に各種の債権債務を一括清算することが可能となる一括清算ネッティング契約を締
結するなど、信用リスクを抑制する運営を行っております。

②市場リスク・流動性リスクの管理
当社においては、リスク許容量の上限を設定し定量的な管理をすること、リスク管理プロセスに透明性を

確保すること、フロント、ミドル、バックの組織的な分離を行い、実効性の高い相互牽制機能を確保するこ
となどを基本原則として、グループ全体の市場リスク・流動性リスク管理を行っております。

(イ)市場リスク・流動性リスクの管理体制
当社では、グループ経営会議で決定する「グループ全体のリスク管理の基本方針」を踏まえ、市場リス

ク・流動性リスク管理の基本方針、リスク枠等の重要な事項を決定し管理しております。また、原則年４
回開催されるALM会議にて、市場リスク・流動性リスク管理の状況報告及びALM運営方針の審議等を行
い、市場取引を行う事業部門から独立した前記のリスク統括部及びリスク情報部が市場リスク・流動性リ
スクを一元管理する体制を構築しております。同部は、リスク状況をモニターするとともに、定期的にグ
ループ経営会議及び監査委員会等に報告を行っております。さらに、当社の主要な連結される子会社であ
る株式会社三井住友銀行では、月次でALM委員会を開催し、市場リスク・流動性リスクの枠の遵守状況の
報告及びALM運営方針の審議等を行っております。
なお、各部門から独立した監査部が、定期的に、これらのリスク管理体制の適切性についての内部監査

を行い、グループ経営会議や監査委員会等に監査結果の報告を行っております。

(ロ)市場リスク・流動性リスクの管理方法
・市場リスクの管理

市場取引に関する業務運営方針等に基づき、自己資本等を勘案して定める「リスク資本」の範囲内で、
「VaR（バリュー・アット・リスク：対象金融商品が、ある一定の確率の下で被る可能性がある予想最大
損失額）」や損失額の上限値を設定し、市場リスクを管理しております。
なお、VaRの計測にはヒストリカル・シミュレーション法（過去のデータに基づいた市場変動のシナリ

オを作成して損益変動シミュレーションを行うことにより最大損失額を推定する手法）を採用しておりま
す。バンキング業務（貸出金・債券等の資産、預金等の負債に係る金利・期間等のコントロールを通じて
利益を得る市場業務）及びトレーディング業務（市場価格の短期的な変動や市場間の格差等を利用して利
益を得る市場業務）につきましては、４年間のデータに基づき、１日の相場変動によって１％の確率で起
こり得る最大損失額を算出しております。政策投資株式（上場銘柄等）の保有につきましては、10年間の
データに基づき、１年の相場変動によって１％の確率で起こり得る最大損失額を算出しております。
また、為替変動リスク、金利変動リスク、株価変動リスク、オプションリスクなど市場リスクの各要素

につきましては、「BPV（ベーシス・ポイント・バリュー：金利が0.01％変化したときの時価評価変化
額）」など、各要素のリスク管理に適した指標に対して上限値を設定し、管理しております。
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・市場リスクに係る定量的情報
当連結会計年度末日における株式会社三井住友銀行及びその他の主要な連結される子会社及び子法人等

のVaRの合計値は、バンキング業務で634億円、トレーディング業務で408億円、政策投資株式（上場銘
柄等）の保有で13,234億円であります。
なお、これらの値は前提条件や算定方法等の変更によって異なる値となる統計的な値であり、将来の市

場環境が過去の相場変動に比して激変するリスクを捕捉していない場合があります。
・流動性リスクの管理

当社では、「リスクアペタイト指標の管理水準の設定」及び「コンティンジェンシープランの策定」の
枠組みで資金流動性リスクを管理しております。リスクアペタイト指標とは、テイクするあるいは許容す
るリスクの種類を選定して、その水準を定量的に表した指標であり、指標の一つとして、預金流出等のス
トレス状況下においても資金繰りを維持することが可能な日数に下限を設定し、その指標に抵触しないよ
うに調達手段の確保に努めていくことで、短期の資金調達に過度に依存することを回避しております。加
えて、緊急時に備えて指示・報告系統やアクションプランを取りまとめたコンティンジェンシープランを
策定しております。
また、市場性商品やデリバティブ取引等に係る市場流動性リスクにつきましては、通貨・商品、取引期

間等を特定した拠点別の取引限度額を設定するとともに、金融先物取引等につきましては、保有建玉を市
場全体の未決済建玉残高の一定割合以内に限定するなどの管理を行っております。

⑷金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、

当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません（⑷参照）。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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⑴時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権 ― 114,591 381,139 495,731
特定取引資産
売買目的有価証券 4,801,509 1,295,209 43,952 6,140,671

金銭の信託 ― 32,272 ― 32,272
有価証券
その他有価証券 23,919,223 14,017,061 6,276 37,942,561

資産計 28,720,732 15,459,135 431,368 44,611,236
特定取引負債
売付商品債券 4,507,157 328,309 ― 4,835,466

負債計 4,507,157 328,309 ― 4,835,466
デリバティブ取引（注）1、2
金利関連取引 △12,073 △221,335 4,121 △229,287
通貨関連取引 2,496 △314,414 20,476 △291,440
株式関連取引 14,522 119,839 4,086 138,449
債券関連取引 123 304 ― 428
商品関連取引 10 1,136 ― 1,147
クレジット・デリバティブ取引 ― △9,086 3,203 △5,883

デリバティブ取引計 5,081 △423,556 31,888 △386,585
（注）1．特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。
なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目につきましては、△で表示しております。
2．デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△1,728,482百
万円であります。これらは、ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ
手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。
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⑵時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替、コールマネ

ー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、コマーシャル・ペーパー、短期社債、信託勘定借
は、短期間で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお
ります。

（単位：百万円）

区 分
時価 連結貸借対照表

計上額 差額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権（注） ― ― 5,171,196 5,171,196 5,119,390 51,806
有価証券
満期保有目的の債券 255,558 12,681 ― 268,240 274,414 △6,174

貸出金 111,136,239
貸倒引当金（注） △521,037

― ― 112,493,608 112,493,608 110,615,201 1,878,406
リース債権及び
リース投資資産（注） ― ― 227,076 227,076 230,549 △3,473

資産計 255,558 12,681 117,891,881 118,160,121 116,239,556 1,920,565
預金 ― 172,036,099 ― 172,036,099 171,498,651 537,448
譲渡性預金 ― 17,262,189 ― 17,262,189 17,175,391 86,798
借用金 ― 11,176,826 53,333 11,230,159 11,355,209 △125,049
社債 ― 11,342,431 1,863,908 13,206,339 13,352,392 △146,052
負債計 ― 211,817,547 1,917,241 213,734,789 213,381,644 353,145
（注）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリ

ース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計
上額から直接減額しております。

⑶時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、住宅ローン債権流動化に伴う劣後信託受益権につきましては、倒産確率、倒産時

の損失率、及び期限前償還率を用いて将来キャッシュ・フローを見積り、裏付資産の住宅ローン債権の資
産評価額から優先受益権等の評価額を差し引いた価額をもって時価としております。その他の取引につき
ましては、原則として「貸出金」と同様の方法等により算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル３に分類しております。
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特定取引資産
トレーディング目的で保有する債券等の有価証券につきましては、原則として当連結会計年度末日の市

場価格をもって時価としております。市場の活発性に基づき主にレベル１に分類し、取引金融機関が提示
する価格や、金利やスプレッド等の観察可能なインプットを用いて将来キャッシュ・フローを割り引いて
算定した価額をもって時価としているものにつきましては、レベル２に分類しております。
トレーディング目的で保有する金銭債権につきましては、将来キャッシュ・フローの見積額を、無リス

ク金利に信用リスクや流動性リスク等を勘案したレートにて割り引いた現在価値をもって時価としており、
レベル３に分類しております。

金銭の信託
金銭の信託につきましては、原則として、信託財産である有価証券を「有価証券」と同様の方法により

算定した価額をもって時価としており、レベル２に分類しております。

有価証券
原則として、株式（外国株式、上場投資信託を含む）につきましては当連結会計年度末日の市場価格を

もって時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル１に分類しております。株式以外の市場価格
のある有価証券につきましては、当連結会計年度末日の市場価格を基に算定した価額をもって時価として
おり、主に国債等はレベル１、それ以外の債券はレベル２に分類しております。
市場価格のない私募債等につきましては、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した将来キャッ

シュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値をもって時
価としております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の私募債等につきましては、貸出金と同
様に、当該債券の帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。市場価格のない
投資信託につきましては、基準価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル２に分類しております。

貸出金、リース債権及びリース投資資産
これらの取引のうち、返済期限の定めのない当座貸越等につきましては、当該取引の特性により、時価

は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。
また、残存期間が短期の取引についても、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、主と

して帳簿価額をもって時価としております。
残存期間が長期の取引につきましては、原則として、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した

将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値
をもって時価としております。一部の連結される子会社及び子法人等においては、約定金利により算出し
た将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に信用リスク・プレミアム等を勘案したレートにて
割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につきましては、貸倒見積高を担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額、又は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値等に基づいて
算定していることから、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似しているため、
当該価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、レベル３に分類しております。
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負債
特定取引負債
トレーディング目的で行う売付債券等につきましては、原則として、当該債券等の当連結会計年度末日

の市場価格をもって時価としており、主にレベル１に分類しております。
預金、譲渡性預金
これらの取引のうち要求払預金、満期のない預り金等につきましては、帳簿価額を時価とみなしており

ます。また、残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるた
め、帳簿価額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、原則として、将来キ
ャッシュ・フローの見積額を、新規に当該同種預金を残存期間まで受け入れる際に用いるレートで割り引
いた現在価値をもって時価としております。
これらの取引につきましては、レベル２に分類しております。

借用金、社債
残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価

額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、将来キャッシュ・フローの見積
額を、市場における同種商品による残存期間までの再調達レートで割り引いた現在価値をもって時価とし
ております。
また、業界団体等より価格が公表されている取引につきましては、公表されている価格や利回りの情報

等を基に算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル２に分類しております。

デリバティブ取引
取引所取引につきましては、取引所等における最終の価格をもって時価としております。店頭取引につ

きましては、金利、外国為替相場、株価、商品価格等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。
また、店頭取引につきましては、取引相手の信用リスク及び当社の信用リスク、無担保資金調達に対す

る流動性リスクを調整しております。取引所取引につきましては、主にレベル１、店頭取引のうち観察可
能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合につきましては、
レベル２としております。また、重要な観察できないインプットを用いている場合につきましては、レベ
ル３としております。
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⑷市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであります。これらについては、
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項及
び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16
項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「特定取
引資産」、「有価証券」には含めておりません。

（単位：百万円）

区 分 当連結会計年度
（2025年３月31日現在）

市場価格のない株式等（注）1、2 234,537
組合出資金等（注）2 502,861
（注）1．市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2．非上場株式等及び組合出資金等について、当連結会計年度において31,187百万円減損処理を行ってお
ります。
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＜収益認識に関する注記＞
顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
区 分 当連結会計年度

経常収益 10,174,894
うち役務取引等収益 1,874,934

預金・貸出業務 329,845
為替業務 158,967
証券関連業務 249,683
代理業務 8,608
保護預り・貸金庫業務 4,025
保証業務 91,190
クレジットカード関連業務 483,539
投資信託関連業務 191,627
その他 357,446

（注）預金・貸出業務は主にホールセール事業部門及びグローバル事業部門から、為替業務は主にホールセール
事業部門、リテール事業部門及びグローバル事業部門から、証券関連業務は主にホールセール事業部門、リ
テール事業部門及びグローバル事業部門から、クレジットカード関連業務は主にリテール事業部門から、投
資信託関連業務は主にリテール事業部門及び本社管理等から発生しております。なお、上表には「金融商品
に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）に基づく収益も含んでおります。

＜１株当たり情報に関する注記＞
１株当たりの純資産額 3,795円62銭
１株当たりの親会社株主に帰属
する当期純利益 301円55銭

（注）当社は、2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株
式分割を実施しております。2024年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たりの純資産額
及び１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益を算出しております。
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計算書類の注記
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券につ
いては時価法、ただし市場価格のない株式については移動平均法による原価法により処理しております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２．固定資産の減価償却の方法
⑴有形固定資産

主に定額法を採用しております。
⑵無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年〜10年）に基づく定額法により償
却しております。

３．繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除

き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
５．引当金の計上基準
⑴賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業
年度に帰属する額を計上しております。

⑵役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員（執行役員を含む、以下同じ）に対する賞与の支払いに備えるため、役員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
６．グループ通算制度の適用

当社を通算親会社として、グループ通算制度を適用しております。

＜会計方針の変更＞
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。）及び「税効

果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。）を当事業年度の期首
から適用しております。
なお、当該会計基準等の適用に伴う、当社の計算書類への影響はありません。
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＜貸借対照表に関する注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有形固定資産の減価償却累計額 5,073百万円
３．劣後特約付貸付金

１年内回収予定の関係会社長期貸付金及び関係会社長期貸付金は、劣後特約付貸付金であります。
４．劣後特約付社債

１年内償還予定の社債及び社債には、劣後特約付社債3,081,087百万円が含まれております。
５．劣後特約付借入金

１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金には、劣後特約付借入金81,000百万円が含まれております。
６．保証債務

株式会社三井住友銀行のドイツ国内の対顧預金払い戻しに関し、ドイツ銀行協会預金保険基金に対して
273,344百万円の保証を行っております。

７．関係会社に対する短期金銭債権 1,800,665百万円
関係会社に対する長期金銭債権 11,276,120百万円
関係会社に対する短期金銭債務 1,687,333百万円

＜損益計算書に関する注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高

営業収益 1,431,414百万円
営業費用 6,997百万円
営業取引以外の取引高 19,486百万円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．当社の自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘要

自己株式
普通株式 23,587,866 56,937,950 69,873,968 10,651,848 (注)１、２、3
合 計 23,587,866 56,937,950 69,873,968 10,651,848

（注）1．普通株式の自己株式の増加56,937,950株のうち、49,647,900株は自己株式の取得によるもの、
26,150株は単元未満株式の買取りによるもの、149,000株は従業員向け株式交付信託の当社株式の取
得によるもの、7,114,900株は株式分割によるものであります。
2．普通株式の自己株式の減少69,873,968株のうち、69,779,900株は自己株式の消却によるもの、100
株は従業員向け株式交付信託の当社株式の売却によるもの、93,968株は単元未満株式の売渡し及びスト
ック・オプションの権利行使によるものであります。
３．当事業年度末の普通株式の自己株式数10,651,848株には、従業員向け株式交付信託が保有する当社
株式446,700株が含まれております。
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＜税効果会計に関する注記＞
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
子会社株式 970,235百万円
その他 25,760百万円

繰延税金資産小計 995,996百万円
評価性引当額 △993,519百万円
繰延税金資産合計 2,476百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △8,395百万円
その他 △1,328百万円

繰延税金負債合計 △9,723百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △7,246百万円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、

2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62％から、2026年４月
１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.52％となります。この税率変更
による影響は軽微であります。

当社は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号
2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並
びに開示を行っております。

＜１株当たり情報に関する注記＞
１株当たりの純資産額 1,648円03銭
１株当たりの当期純利益 248円39銭

(注) 当社は、2024年９月30日を基準日、10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で
株式分割を実施しております。2024年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たりの純資産額
及び１株当たりの当期純利益を算出しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2025年５月８日
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近 藤 敬
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 澤 季 広
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 文 兵 衛

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社三井住友フィナンシャルグループの2024年４月１

日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社三井住友フィナンシャルグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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